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解  題 

生源寺 眞一 

 

 今回は、あらかじめ演題を「中間取りまとめについて」と設定したうえで、講演をお願

いした。研究科長職をはじめ、日々超ご多忙の中をお引き受けいただいたことに、改めて

感謝の意を表する次第である。さらに講演録の加筆・修正についても、超特急での作業を

要請することになった。通常、研究所の講演会の記録は当該年の暮れに印刷・公表する段

取りなのだが、特例として講演会開催の翌月に発刊することを目指したためである。この

ようにやや異例のプロセスの背景には、「中間取りまとめ」が日本の農政の新たな動きを象

徴する政策文書だったことがある。そこで、講演の中身をめぐる解題に先立って、農政の

新たな動きの経緯と特徴について確認しておきたい。 

 正式に表現するならば、「中間取りまとめ」は「食料・農業・農村政策審議会基本法検証

部会中間取りまとめ」である。基本法すなわち食料・農業・農村基本法の見直しを行った

うえで、必要に応じて基本法改正の手続きにつなぐ役割が部会に課せられている。臨時の

部会であり、昨年９月29日に審議会のもとに設置された。委員には親審議会の委員から13

名が任命され、これに臨時委員７名が加わって構成されている。部会の審議は10月18日の

初回から「中間取りまとめ」が行われた５月29日の第16回まで、月に２回のハイペースで

進められてきた。現時点で今後の推移について確たる見通しを述べることはできないが、

政府は当初から法改正に向けて急ピッチで取り組むことを明言してきた。講演の資料にも

含まれているが、食料安定供給・農林水産業基盤強化本部における総理の発言には、いつ

の時点までにといったメッセージも盛り込まれていた（９月９日、12月27日）。これが検証

部会のハイペースの審議につながったわけである。 

 急ピッチであると同時に、総理発言による指示が象徴するように、政治主導で進む見直

しという点にも今回の農政の動きの特徴がある。ロシアのウクライナ侵攻によって世界の

状況が激変し、農産物や生産資材などの国際市場に生じた多くの異変が、政治主導による

急ピッチの見直しに結びついたと見てよい。このあたりは1999年の基本法制定に向けた流

れとは大きく異なっている。むろん、法律の制定と改正では議論のレベルが異なるから単

純な比較はできないが、今回の特徴を考えるさいの参考にはなるだろう。基本法制定に向

けて食料・農業・農村基本問題調査会が設立されたのは97年４月であり、１年半の議論を

経て98年９月に総理に答申が提出された。食料政策、農業政策、農村政策の３部会を中心
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に、かなりの頻度で検討が行われた。 

今回の部会ほどではないものの、急ピッチの審議だった面はある。けれども調査会が設

置される前の段階で、農林水産省では新たな基本法に盛り込むべき内容について、かなり

深掘りの検討を進めていた。よく知られているのが、省内の検討と有識者との議論を踏ま

えて92年６月に公表された「新しい食料・農業・農村政策の方向」である。当時はGATTの

ウルグアイラウンドが最終局面を迎えていたこともあって、国際的な情勢にも留意が必要

であった。さらに96年９月には、農水大臣のもとに設置された「農業基本法に関する研究

会」の報告書も公表された。基本法に盛り込むべき内容について、さらに踏み込んだ検討

の結果が記述されていた。以上のように、古い農業基本法が時代遅れになった状況下にあ

って、また、調査会は各界の多彩なメンバーで構成されていたが、基本法制定に向けて中

身を練り上げていくプロセスは、農林水産省からの内発的な問題提起のかたちで進行して

いった。 

 ここからは今回の中嶋教授の講演について、どんな意味合いがあるのかという視点から、

概説的なコメントを申し上げることにしたい。講演の冒頭では、検証部会の審議などの経

緯についての紹介があった。さきほども関連資料の一部に言及したところである。そのの

ちに本題に入ったわけだが、大くくりにすると三つの領域のお話を頂戴したと理解してい

る。すなわち、第１に食料安全保障をめぐる問題であり、第２に食料安全保障とも関わり

の深い食料自給率に着目し、これを左右している生産や消費などの変化について、中長期

の観点から分析が行われている。そして第３に「中間取りまとめ」の論点・争点が提示さ

れ、部会で議論されてきた問題が浮き彫りとなる。 

 講演では第１の食料安全保障をめぐる問題について、かなりの時間を割いて解説が行わ

れている。このこと自体が、基本法見直しの最大の柱が食料安全保障であることを反映し

ていると言ってよい。ただし食料安全保障については、その定義をめぐって議論があるこ

とは、質疑応答の中で筆者自身も指摘したところであり、これに対して中嶋教授も部会で

議論があったことを認めている。従来の日本の農政のもとでは、食料安全保障は国家間の

衝突や大規模な自然災害といった不測の事態への備えとして理解されてきた。概念上は「安

全保障」すなわち「外部からの侵略に対して国家および国民の安全を保障すること」（広辞

苑）に、分野としての「食料」が加わったコンセプトであった。この意味での食料安全保

障をめぐる政策として、2002年に「不測時の食料安全保障マニュアル」が定められ、これ

を東日本大震災後に改正・改称した2012年の「緊急事態食料安全保障指針」が存在してい
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る。 

 今回の基本法見直しのプロセスでは、従来からすれば、食料安全保障の概念を大きく転

換することが前提となっている。栄養不足の食事や食料品の買い物困難など、毎日の食生

活に関連する問題についても、食料安全保障が損なわれた状態だとされている。筆者の見

立てであるが、今回のプロセスで前面に出てきた概念の転換については、ＦＡＯによるFood 

Securityの和訳を食料安全保障としたことによる面が大きいのではないか。講演の資料に

もあるように、ＦＡＯのコンセプトはどんな状態のもとでも必要な食料が確保できる状態

を意味しており、これが損なわれたケースの大半は途上国の貧困層だとされてきた。Food 

Securityはいわば包括的な概念であり、筆者は和訳せずに、そのままフードセキュリティ

の表現を用いてきた。日本語としては食料保障でもよいだろう。 

 基本法の見直しの過程では、Food Securityに食料安全保障の和訳を使うとともに、食料

安全保障を先ほど触れた毎日の食生活までカバーする包括的な概念として用いている。筆

者個人として違和感は否めないものの、食生活にまつわるさまざまな問題について、政策

の観点から検討することは妥当であろう。とくに日本社会でも所得格差や地域格差が広が

ることによって、従来は途上国の課題とされていた食料不足の実態にも留意が必要となっ

ている。また、講演ではこうした論点の指摘とともに、フードセキュリティをめぐる国際

的なデータや海外の政策動向についても紹介している。日頃は世界の食料問題に接する機

会の少ない多くの国民にとって、有益な情報が提示されている。 

 そして講演は第２の領域に展開していく。すなわち、食料安全保障とも関係の深い食料

自給率の状況を確認するとともに、自給率を左右する供給側と需要側の動向について、統

計的なデータを中心に振り返る内容となっている。この第２の領域において、中嶋教授は

検証部会部会長の観点に立った見解を披露するとともに、食料と農業の研究者として蓄積

された経験を活かした分析を提示している。 

 周知のとおり食料自給率については、おおむね５年ごとに改定される食料・農業・農村

基本計画に目標が掲げられている。10年後に達成すべき目標である。2000年の第１回の基

本計画からこれまでに、５回の基本計画が閣議決定されている。と言うことは、初めの３

回については食料自給率の目標年を過ぎているわけである。いずれについても、目標は達

成されていない。ただし、このことがマスコミなどで取り上げられることはほとんどなか

った。毎年、直近の自給率情報が公表されたときには報道されるのだが、目標の達成状況

については報道皆無の状況にある。 
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 基本法検証部会の役割のひとつは、基本法のもとで実施されてきた政策について評価す

ることにある。筆者自身は、これが部会の名称に表現された部会の主要な役割だろうと認

識していた。けれども「中間取りまとめ」では、食料や農業・農村をめぐる社会情勢の変

化については、かなり詳細に情報が提示され、少なからぬ課題も示唆されている半面、過

去の政策の振り返りという視点は希薄であった。農林水産省が事務局である以上、振り返

りは難しいだろう、というのが現時点での感想である。 

 講演では食料自給率の推移を確認し、これを左右している生産から消費までの状況につ

いて、時系列データをかなり詳細に提示している。そのうえで1980年代から現在までにつ

いて、推移の時期別の特徴が示唆されている。こうした分析は食料自給率の推移の背後に

ある状況を把握するのに有益である。とくに興味深かったのは、カロリーベースの自給率

の変化について、その要因を分解して提示した点であった。いわゆる要因分解の手法は計

量経済学のイロハとも言えるものなのだが、これを自給率分析に活用しているわけである。

要因分解のアプローチは、食料消費の変化についても応用されている。こうした手法を活

用した一連のデータ分析は、食料と農業の経済研究を蓄積された中嶋教授ならではの報告

と言えよう。 

 最後に第３の領域として、農政改革の流れをやや長期の視点から振り返ったうえで、「中

間取りまとめ」の論点・争点が提示された。資料には４つの課題が整理されている。すな

わち、「担い手は誰か」「価格転嫁」「環境に関する施策の見直し」「不測時における食料安

全保障」の４課題である。このうち「環境に関する施策の見直し」は「みどりの食料シス

テム戦略」の公表（2021年）と関連法の施行（2022年）のもとで、すでに施策が進行中の

テーマであり、「不測時における食料安全保障」は、この解題でも触れた「緊急事態食料安

全保障指針」（2012年）の不十分な点の指摘と理解できる。後者に関してはかなりの深掘り

がなされており、新たな法制度に結びつく可能性も感じられた。 

 一方、「担い手は誰か」というテーマは農業政策の分野では繰り返し議論されてきた。政

治的な案件としてクローズアップされた経緯もある。ともあれ農業政策をめぐるホットな

議論が行われていることが伝わってくる。もうひとつの「価格転嫁」は農業の生産資材の

価格高騰などの状況を受けた論点であり、新たなテーマと言ってよいであろう。農業経営

の収益性に関わる点では農業政策分野に含まれるが、政策のあり方次第では関連品目のフ

ードチェーン全体に影響が及ぶかもしれない。その意味では食料政策の分野でもある。む

ろん、食品の価格水準は消費者としての国民の暮らしを左右する。生協や消費者団体が強
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い関心を寄せる論点であることも間違いない。 

 講演の第３の領域では、部会でどんな議論が行われてきたかが示されたわけだが、裏返

せば、議論されなかったテーマが浮き彫りになった面もある。いくつかの論点がありうる

だろうが、講演後の質疑においては、農村政策に関する議論が必要ではないかとの指摘が

行われている。この指摘の背景には、2020年の食料・農業・農村基本計画において「農村

を支える新たな動きや活力の創出」や「関係府省で連携した仕組みづくり」といった提言

が行われていた経緯があった。以前の基本計画には見られなかった積極的な姿勢であり、

これを受けて2020年５月から「新しい農村政策の在り方に関する検討会」が開催され、2022

年４月には一定の方向性が取りまとめられている。 

 農村政策に限らない。「中間取りまとめ」で論及されていない課題に目を向けることも大

切である。早急に政策が求められる分野もありうるし、やや長期の視点から日本の食料・

農業・農村の姿を構想するための課題もあるだろう。言うまでもなく、今回の見直しが政

策転換の最後の機会ではない。「中間取りまとめ」をめぐる評価にも、多面的かつ中長期的

な観点が必要だ。そんなことを教えられた講演でもあった。どうやら解題の域を逸脱して

しまったようだが、このあたりでコメントを閉じさせていただく。 
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